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  全員協議会資料 

道の駅の設置について 

令和４年 12 月 14 日 

玉山総合事務所 

１ 趣旨 

今般、道の駅に係る建築主体及び機械設備の２件について、本契約の締結により建設工

事の目途が立ったことから、道の駅の設置及び管理に関し必要な事項を定めようとするも

のである。 

 

２ 管理運営の手法等 

道の駅もりおか渋民は、国との一体型整備の手法により整備し、国が整備する施設につ

いては国が、市が整備する施設については市が管理することを基本としているが、効率的

な管理を行うため、市が国の整備した施設の管理も一体的に行うなどの管理方法について、

今後、国と協議することとしている。 

市の施設に係る管理運営については、令和元年 11月に定めた「道の駅への指定管理者制

度の導入の手順及び運用について」に基づき、指定管理者制度による管理運営とする。 

駐車場等の公益施設は、指定管理料及び利用料金制による管理運営とし、産直等物販施

設や飲食提供施設の収益施設は、指定管理業務による独立採算制とするものである。 

 

【表１ 道の駅もりおか渋民の管理運営の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 管理運営の主な事項 

 (1) 開館時間及び休館日 

開館時間は、トイレ、駐車場及び情報提供施設は24時間利用可能とし、他の施設は表２の
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とおりとする。 

   休館日は、１月１日とする（トイレ、駐車場及び情報提供施設を除く）。 

【表２ 他の施設の開館時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 貸店舗 

   ア 施設内容 

貸店舗は、20坪の２区画と10坪の４区画の計６区画とする。 

   イ 入居者の募集 

     入居者の募集については、開業前は市において（指定管理後にあっては指定管理者）

募集するものとする。 

   ウ 使用期間 

     貸店舗の使用期間は５年以内とする。ただし、最大８年まで更新できるものとする。 

 (3) 使用料 

別紙のとおり。 

 

４ 施行期日 

規則で定める日から施行する。 

 

５ 今後のスケジュール 

令和４年 12月  市議会 12月定例会に盛岡市道の駅条例を追加提案予定 

令和５年 ２月  指定管理手続き及び貸店舗事業者の公募 

令和６年春    開業 
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